
「令和4年7月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

武田建材運輸有限会社
（法人番号8320002019908）
代表者武田徳和

本社営業所

大分県玖珠郡九重町大字
右田1955-19

大分県玖珠郡九重町大字
右田1955-19

有限会社佐伯葬祭
（法人番号4310002020168）
代表者佐伯修

本社営業所

長崎県対馬市豊玉町仁位
1166-2

長崎県対馬市豊玉町仁位
1166-2

輸送施設の使用停止
（35日車）、文書警告

3点

令和4年7月8日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
11条、法第17条第1
項第1号、法第17条
第1項第2号、法第17
条第4項、法第60条
第1項、道路運送車
両法第48条

令和4年2月21日、監査実施。8件の違反が認めら
れた。(1)運賃及び料金、運送約款等の掲示違反
(貨物自動車運送事業法（以下｢法｣）第11条)、(2)
疾病、疲労等のおそれのある乗務(貨物自動車運
送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3条第6
項)､(3)定期点検整備の実施違反(安全規則第3条
の2、道路運送車両法第48条)、(4)点呼の記録義
務違反(安全規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録
事項義務違反(安全規則第8条)、(6)運転者台帳の
記載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)､(7)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条
第1項)、(8)報告義務違反(法第60条第1項)

4点 4点

令和4年7月1日
輸送施設の使用停止
（30日車）、文書警告

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項第1号、法
17条第1項第2号、法
第17条第4項、法第
18条第1項、法第24
条の3、道路運送車
両法第52条、道路運
送法第95条

令和4年1月18日、監査実施。11件の違反が認め
られた。(1)輸送の安全に関わる情報の公表違反
(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全
規則｣）第2条の8)、(2)乗務時間等の基準の遵守
違反(安全規則第3条第4項)、(3)整備管理者の選
任(変更)未届出違反(安全規則第3条の2、道路運
送車両法第52条)、(4)点呼の実施義務違反(安全
規則第7条)、(5)運転者台帳の記載事項義務違反
(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転者に対する指
導監督違反(安全規則第10条第1項)、(7)特定運転
者に対する特別な指導監督違反(安全規則第10条
第2項)、(8)特定運転者に対する適性診断受診義
務違反(安全規則第10条第2項)、(9)全従業員に対
する指導監督義務違反(安全規則第10条第4項)、
(10)運行管理者の補助者の要件違反（安全規則
第18条第3項）、(11)自動車に関する表示義務違
反（道路運送法第95条）

3点

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部　
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況



「令和4年7月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部　
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

大進運輸株式会社
（法人番号7310001009309）
代表者山下健二

本社営業所

長崎県雲仙市愛野町甲919
番地1

長崎県雲仙市愛野町甲919
番地1

敬心株式会社
（法人番号9290001071053）
代表者足立憲治

福岡営業所

福岡県朝倉市古毛580-1
福岡県糟屋郡粕屋町大隈
11-1 B102

輸送施設の使用停止
（60日車）、文書警告

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警告

6点

令和4年7月12日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項第1号、法
第17条第4項

令和4年2月28日、監査実施。6件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第3
条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務
(安全規則第3条第6項)、(3)点呼の記録義務違反
(安全規則第7条第5項)、(4)運転者台帳の記載事
項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(5)運転者
に対する指導監督違反(安全規則第10条第1項)、
(6)運転者に対する指導監督の記録又は指導監督
の記録保存違反(安全規則第10条第1項)

4点 4点

令和4年7月8日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第17
条第1項第2号、法第
17条第4項、道路運
送車両法48条

令和3年11月8日、監査実施。12件の違反が認め
られた。(1)事業計画(自動車車庫)に定めるところ
に従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1
項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則(以下「安全規則」)第3
条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書き違反(安
全規則第3条第4項)、(4)定期点検整備の実施違
反(安全規則第3条の2、道路運送車両法第48条)、
(5)点呼の実施義務違反(安全規則第7条)、(6)点呼
の記録事項義務違反(安全規則第7条第5項)、(7)
乗務等の記録事項義務違反(安全規則第8条)、(8)
運行記録計による記録義務違反(安全規則第9
条)､(9)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規
則第9条の5第1項)､(10)運転者に対する指導監督
違反(安全規則第10条第1項)、(11)運転者に対す
る指導監督の記録又は指導監督の記録保存違反
(安全規則第10条第1項)、(12)運転者に対する指
導監督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1
項)

6点



「令和4年7月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部　
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

有限会社廣栄運送
（法人番号9290802024630）
代表者廣谷純枝

本社営業所

福岡県田川郡川崎町大字
川崎328-2

福岡県田川郡川崎町大字
川崎328-2

株式会社オークラロジ
（法人番号9130001046269） 佐賀営業所

京都府城陽市観音堂南田
53-1

佐賀県三養基郡上峰町堤
3788-2

輸送施設の使用停止
（40日車）、文書警告

令和4年7月13日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第8
条第1項、法第17条
第1項第1号、法第17
条第4項

令和3年11月25日、監査実施。9件の違反が認め
られた。(1)事業計画(配置車両数)に定めるところ
に従う義務違反(貨物自動車運送事業法第8条第1
項)、(2)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項)、(3)乗務時間等の基準なお書き違反(安
全規則第3条第4項)、(4)点呼の記録義務違反(安
全規則第7条第5項)、(5)点呼の記録事項義務違
反(安全規則第7条第5項)、(6)運行記録計による
記録義務違反(安全規則第9条)、(7)運行指示書の
記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、(8)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条
第1項)、(9)運転者に対する指導監督の記録事項
義務違反(安全規則第10条第1項)

32点 32点
事業停止（30日間）、
輸送施設の使用停止
（20日車）、文書警告

4点 4点令和4年7月12日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項第1号、法
第17条第4項

令和4年2月17日、監査実施。10件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第
3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反
(安全規則第3条第4項)、(3)点呼の実施義務違反
(安全規則第7条)、(4)点呼の記録義務違反(安全
規則第7条第5項)、(5)乗務等の記録事項義務違
反(安全規則第8条)、(6)運行指示書に係る（作成、
指示、携行）義務違反(安全規則第9条の3第1項)、
(7)運行指示書の記載事項義務違反(安全規則第9
条の3第1項)、(8)運転者台帳の記載事項義務違
反(安全規則第9条の5第1項)、(9)運転者に対する
指導監督違反(安全規則第10条第1項)、(10)運行
管理者の講習受講義務違反(安全規則第23条第1
項)



「令和4年7月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部　
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

株式会社アート物流
（法人番号4300001004313）
代表者森永義正

本社営業所

佐賀県佐賀市川副町早津
江117番地の2

佐賀県佐賀市川副町早津
江117番地の2

株式会社ゼロ・プラス九州
（法人番号2290001000010）
代表者小中宏

久山カスタマーサービスセン
ター営業所

福岡県福岡市東区箱崎埠
頭5丁目9-21

福岡県糟屋郡久山町大字
猪野865-1

8点

令和4年7月21日
貨物自動車運送事
業法第17条第4項

令和4年7月8日、監査実施。3件の違反が認めら
れた。(1)点呼の記録事項義務違反(貨物自動車運
送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第7条第5
項)、(2)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規
則第9条の5第1項)、(3)運転者に対する指導監督
違反(安全規則第10条第1項)

0点 0点

輸送施設の使用停止
（80日車）、文書警告

文書警告

令和4年7月21日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項第1号、法
第17条第4項

令和4年2月17日、監査実施。8件の違反が認めら
れた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自動
車運送事業輸送安全規則（以下「安全規則」）第3
条第4項)、(2)疾病、疲労等のおそれのある乗務
(安全規則第3条第6項)､(3)点呼の記録事項義務
違反(安全規則第7条第5項)、(4)運行記録計によ
る記録義務違反(安全規則第9条)、(5)運行指示書
の記載事項義務違反(安全規則第9条の3第1項)、
(6)運転者台帳の記載事項義務違反(安全規則第9
条の5第1項)､(7)運転者に対する指導監督違反(安
全規則第10条第1項)、(8)運転者に対する指導監
督の記録事項義務違反(安全規則第10条第1項)

8点



「令和4年7月分」

局内累積
違反点数

当該(営)
違反点数

一般貨物自動車運送事業者の法令違反に対する行政処分等の状況について

九州運輸局自動車交通部　
自動車運送事業安全監理室

処分年月日
事業者の氏名又は名称
及び事業者の所在地

 営業所の名称及び所在地  行政処分等の内容 主な違反条項 違反行為の概要
違反点数付与状況

株式会社西博運輸
（法人番号4290001084027）
代表者田中博文

本社営業所

福岡県宗像市王丸779-2 福岡県宗像市王丸779-2

坂本喜章(坂本運輸）
代表者坂本喜章

本店営業所

福岡県鞍手郡小竹町 福岡県鞍手郡小竹町

11点

令和4年7月28日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項第1号、法
第17条第1項第2号、
法第17条第4項、法
第24条の3、法第60
条第1項、道路運送
車両法第49条第1項

令和4年5月31日、監査実施。7件の違反が認めら
れた。(1)報告義務違反(貨物自動車運送事業法第
60条第1項)、(2)輸送の安全に関わる情報の公表
違反(貨物自動車運送事業輸送安全規則（以下
「安全規則」）第2条の8)、(3)定期点検整備記録簿
の記載違反(安全規則第3条の2、道路運送車両法
第49条第1項)、(4)疾病、疲労等のおそれのある乗
務(安全規則第3条第6項)、(5)運転者台帳の記載
事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(6)運転
者に対する指導監督違反(安全規則第10条第1
項)、(7)運転者に対する指導監督の記録事項義務
違反(安全規則第10条第1項)

0点 0点

輸送施設の使用停止
（110日車）、文書警
告

文書警告

令和4年7月27日

貨物自動車運送事
業法（以下｢法｣）第
17条第1項第1号、法
第17条第4項、法第
18条第1項

令和4年3月16日、監査実施。14件の違反が認め
られた。(1)乗務時間等の基準の遵守違反(貨物自
動車運送事業輸送安全規則（以下｢安全規則｣）第
3条第4項)、(2)乗務時間等の基準なお書き違反
(安全規則第3条第4項)、(3)疾病、疲労等のおそれ
のある乗務(安全規則第3条第6項)、(4)点呼の実
施義務違反(安全規則第7条)、(5)点呼の記録義務
違反(安全規則第7条第5項)、(6)点呼の記録事項
義務違反(安全規則第7条第5項)､(7)運行指示書
に係る（作成、指示、携行）義務違反(安全規則第9
条の3第1項)、(8)運行指示書の記載事項義務違
反(安全規則第9条の3第1項)、(9)運転者台帳の記
載事項義務違反(安全規則第9条の5第1項)、(10)
運転者に対する指導監督違反(安全規則第10条
第1項)、(11)運転者に対する指導監督の記録又は
指導監督の記録保存違反(安全規則第10条第1
項) 、(12)運転者に対する指導監督の記録事項義
務違反(安全規則第10条第1項)、(13)特定運転者
に対する適性診断受診義務違反(安全規則第10
条第2項)、(14)運行管理者の補助者要件違反(安
全規則第18条第3項)

11点


